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手洗い・うがいを励行する。
タオルはペーパータオルを使用する。
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看護師 サービス提供責任者

事業所内での感染症発生時の対応

利用者

管理者

必要に応じて、状況の報告
山城北保健所　0774-21-2193
城陽市障害福祉課　0774-56-4033

事業所全体

（管理職・看護師）

対応の検討

説明

  保護者



介護は個別に実施 
＊	 食事・歯磨き・排泄・着替え等の介護は、個別に実施する。利用者一人の介護が終わっ

たら、必ず手洗いや手指消毒を行い、別の利用者の介護を行う。 
＊	 排泄介助時、便の介護を行う場合は、必ず使い捨て手袋を着用する。 
＊	 歯磨き介助時も、使い捨て手袋を着用する。 
＊	 使い捨て手袋は利用者毎に交換し、手袋を外した際には手洗いを行う。 

 

 

 

 
 

 



医療的ケア実施時の感染予防 
 

実施前  
手洗い・手指の消毒  

実施時  
個別の医療的ケア実施マニュアルに基づき、感染予防に十

分留意して実施する  

実施後  
手洗い・うがい  

前頁参照 
 
	 備品は利用者個人の所有の物を使用し、使用時は個別の医療的ケア実施マニュアルに沿

って感染予防に十分配慮する。 


